
平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

整 理 番 号 　１

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

経 営 協 議 会 名 称
経 営 協 議 会 開 催 日

　平成２４年度第１回経営協議会
　平成２４年　４月２３日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 就業規則関連規程等の一部改正（案）について

【関連する意見交換の主な内容等】
○今回の就業規則の一部改正（案）については，従来からの人事院勧告
に準拠するという方針に従っているのか。
→国立大学法人の役職員の給与については，社会一般の情勢に適合する
ように定めることとされており，社会一般の情勢に適合するということ
は，国家公務員準拠，つまり人事院勧告に準拠することになる。そのた
め，本学においては，人事院勧告に準拠するという従来からの方針に変
更はない。今回の就業規則の一部改正についても，教職員組合及び過半
数代表者に対して誠実な対応を行った上で，手続きを進めることにした
い。

○仮に就業規則の一部改正について，人事院勧告に準拠しない場合は，
どういう扱いになるのか。
→社会一般の情勢に適合するという意味において，人事院勧告に準拠し
ない場合には，何の基準により就業規則の改正を行うかについて，問わ
れることになる。
→臨時特例に係る就業規則の一部改正については，各大学において対応
に苦慮していると聞いている。本学においては，予算の状況や過半数代
表者との労使協議の状況，他の国立大学の動向を踏まえながら，慎重に
検討する必要があると考えている。

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年６月２５日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等

平成２３事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【関連する意見交換の主な内容等】
○外部資金獲得を支援する方策を実施するという年度計画があり，進捗
状況はⅢとなっているが，進捗状況をⅣにするためには，どのようなこ
とが考えられるのか。外部資金獲得を促進すると，商大の外部からの評
価を高めることに繋がり，ひいては学生の獲得に繋がるという良い循環
が生まれるかもしれない。今後は，アジアの時代になっていくと思われ
るので，商大の立ち位置を考えて欲しい。
→この年度計画に対応する中期計画は，元々は，学内における科学研究
費補助金の申請率の向上を主眼としているが，ご指摘のとおり，外部資
金の獲得を目指すことは大切である。文化系の大学は理系の大学と異な
り，直接的に外部資金獲得に繋がるものは少ないが，努力していきた
い。

○科研費だけではなく，企業から資金を得るためには，お互いに成果を
得られる必要があると思う。企業のニーズの把握に努めていただきた
い。
→ビジネススクールやＣＢＣを中心に検討することにしたい。

○今期の中期計画の期間は？
→平成２２年度からの６年間である。

○大学改革の実行プランが議論されている中，６年間の期間中に，商大
の得意分野等を強烈にアピールする必要があると思う。進捗状況の自己
評価の数値については，裏付けとなる根拠があると思われるが，努力を
した結果，数値が上がっているということを意図しておく必要がある。
→自己評価の数値の根拠としては，膨大な資料がある。教育や研究の成
果を数値化するのは難しい面もあるが，出来るところは取り組みたいと
思う。大学改革の実行プランでは，各大学がビジョンやミッションを明
確化することとされており，本学としても危機感を持って取り組みた
い。

○科研費申請の取組の年度計画の進捗状況がⅢとのことであるが，今ま
での取組を超えてはいないという印象がある。もっと取組を強化する必
要があるのではないか。
→科研費申請に関しては，教員の研究費の傾斜配分において，かなりの
インセンティブを付与しているところであるので，そのことを明確に記
載するように検討したい。

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　２
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第３回経営協議会
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 就業規則関連規程等の一部改正（案）について

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【関連する意見交換の主な内容等】
○運営費交付金における人件費相当分の減額は１年分となっているが，
今回の給与改定は７月からとなっている。既に支払われた３ヶ月分の人
件費の取扱いはどうなるのか。
→労基法上は，過去に遡っての不利益変更は認められないので，何らか
の財源により，補填するしかないと思われる。

○本件について，教職員組合や過半数代表者等の理解は得られているの
か。
→数回に渡る交渉を行い，学内説明会も開催したが，様々な意見が出さ
れていた。

○過半数代表者が，給与の削減に同意しない場合はどうなるのか。
→就業規則の改正については，労基署に関係書類を提出することになる
が，その場合には，改正に反対という意見書を添付することになる。

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　３
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第３回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年６月２５日（月）
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【関連する意見交換の主な内容等】
○６月に発表された大学改革実行プランを受けて，来年度の概算要求で
は，かなり具体化されているのか。
→例えば，大学の再編統合を行う大学には，予算が措置されることにな
る。

○一般の運営費交付金が，毎年，減額されていく状況では，プロジェク
ト経費をより多く獲得する必要があると思う。本学の状況について，説
明願いたい。
→本学では，毎年，新規のプロジェクト経費の要求を行っているが，文
部科学省における予算要求の査定の基準は分からない。来年度分につい
ては，要求順位が第２位である新規プロジェクトが，財務省要求にあ
がっている。本学においては，運営費交付金に占めるプロジェクト経費
の割合は他大学に比べて高い方だと思われる。最近では，大型のプロ
ジェクトの方が採択されやすい傾向にあると思われる。本学では，より
大きなプロジェクト経費の獲得に向けて，全力を尽くしていきたい。

経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第４回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年１０月　１日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 平成２５年度概算要求の状況について

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　４
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年１０月　１日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 学生の飲酒事故の経過概要について

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○学生の飲酒に関する意識が高まるようにしていただきたい。
→第三者委員会からの提言にあるように，学生の意識改革に焦点をあて
て，学生自治会等と一緒に検討していくことにしたい。学生の意識改革
そのものが，飲酒事故の再発防止に繋がると思う。

※関連事項　整理番号７

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　５
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第４回経営協議会
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○給与等の改正については，個別の大学に裁量の余地があるのか。
→給与特例法に基づく給与の減額措置に関しては，附属病院がある大学
によっては，医師や看護師の減額措置を緩和した大学があったようだ。
しかしながら，本来，教育研究に充てるための物件費を人件費に充てる
ことについて，説明責任が生じることになると思われる。

経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第５回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年１２月１７日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 職員退職手当規程の一部改正（案）について

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　６
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年１２月１７日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 小樽商科大学における学生の飲酒事故の再発防止等に関する基本方針

（案）について

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○飲酒事故防止等に関する啓発活動は重要と思われるが，学生自身が深
く突き詰めて考えないと，どんなに啓発しても効き目がないと思う。人
間としての成長を促すように，品格教育を徹底する必要があると思う。
→学生への啓発稼働については，今年もＧＷ前に数回実施したが，学生
には届かなかったようだ。そのため，何度も繰り返して啓発する必要が
あると考えている。新規に開講を検討している講義については，飲酒の
問題だけではなく，学生生活全般に潜むリスクについて取り扱うことと
し，講義の一回目には，学長が本学の理念や歴史等について，教授した
いと考えている。

○課外活動に関する学内規則等を整備するとのことであるが，学生の課
外活動については，あくまでも自主的な活動であるので，規則により形
式的に規制することは好ましくないと思う。
→課外活動に関しては，何も手続きが規定されていないので，最低限の
手続き定めることにより，大学側が学生の活動をある程度把握しておき
たいと考えている。規則により，学生を縛ることは好ましくないことで
あり，本学の校風である自由闊達という精神は，大切にしたいと思って
いる。

○学生の事故等を完全に防ごうとすることは難しいかもしれない。何ら
かの事故が発生した場合には，学生自らが責任を取る必要があると思
う。
→学生の課外活動については，学生自身がその活動を通じて色々な経験
をしながら成長していくので，大切なことだとは思うが，場合によって
は，大学側が手助けをする必要があると思う。
→学生に対しては，自己責任がとれる大人になれるように指導していき
たい。一方で，大学側は，管理者としてのガバナンスを考えていく必要
があると思う。

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　７
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第５回経営協議会
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 新入生の「授業料（前期分）」納入時期の見直しについて

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○前受金の処理については，ＢＳとＰＬの調整で済むと思われるが，授
業料を４月納入にするメリットについて，伺いたい。
→新入生の前期分の授業料については，毎年３月２０日頃から納入が始
まるが，授業料の減免申請者については予め把握はできるものの，一部
の４月納入分の見込みが困難であるため，予算編成・執行に影響が生じ
ている。ついては，新入生の授業料の納入を，原則として４月に変更し
たいと思う。また，学生の保護者にとっては，高額な入学料と授業料を
別々に納入できるようになるメリットがあると思われる。

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　８
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第５回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年１２月１７日（月）
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○重油ボイラーに比べてガスヒートポンプ方式による個別暖房設備の方
が，ＣＯ２の削減効果が高いのか，伺いたい。
→ガスヒートポンプ方式の方が，ＣＯ２の排出を抑えることができる。
なお，本学の中期計画においては，ＣＯ２排出量の削減目標を明示して
いる。

経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第５回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年１２月１７日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 国立大学施設整備費補助事業の採択について

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　９
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２４年１２月１７日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 国立大学のミッションの再定義ついて

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○資料を見ると，本学は，教育を中心として，北海道地域に特化して優
秀な人材を輩出しているように見受けられるが，実際には，全国に優秀
な卒業生を送りこんでいるのではないか。
→大学が教育，研究を実施するのは本務であるが，本学の場合は，研究
よりも教育の占める割合が高いと思われる。卒業生を全国に輩出してい
るが，本学の特色としては，道内の企業により多くの人材を輩出してい
ることを示している。
→ミッションの再定義については，文部科学省が行うため，本学の意向
に添ったものにならない可能性はあるが，文部科学省に対して働きかけ
をしていくことにしたい。

○文部科学省が，個別の大学のミッションの再定義を行うことは，国立
大学のカテゴリー化を前提としているように思える。
→多額な国費を投入されている国立大学の存在意義が，問われることに
なると思う。

○本学は教育のウェイトが高いとのことであるが，その特徴として何を
示せるのか，他大学との違いを明確にできるのか，伺いたい。企業等に
優秀な人材を輩出している実績や東北以北で唯一のビジネススクールの
存在をもっとアピールする必要があると思う。
→色々なことを盛り込むと特色そのものがなくなってしまうので，現状
の強みや弱みを認識した上で，本学の特色をアピールしていきたい。

※本会議終了後に，本件に関して，学外委員から寄せられた意見

国立大学のミッションの再定義に関して

　「研究－教育」の軸と「全国－地方」の軸という２つの軸を用いて，
大学のカテゴリ化を考えると，その２つの軸を用いているかぎり，文科
省の意向に沿った議論に不本意ながら近づいていく可能性が高い。この
２軸自体を批判する必要はないが，別の新しい軸を用いた貴校のユニー
クな位置づけを提案すべき。思いつきだが，例えば，

① 総合大学－専門特化大学
② 分析知－実践知

　このなかで，①は百貨店と専門店(ブティック)とを対比し，小売業に
両方必要なように，大学にも両方のタイプが必要と論じるもの。②は大
学タイプによって，創造される知識が違うことを論じるもの。
　いうまでもなく貴校は「専門特化」かつ「実践知」(実学)重視という
点で，独自性の高いミッションを主張できるのではないか。

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　１０
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第５回経営協議会
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平成２４年度経営協議会 国立大学法人小樽商科大学

国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　１１
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第６回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２５年２月１８日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 平成２５年度運営費交付金の内示について

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○ラーニング・ユニバーシティの内容について，教示願いたい。
→大学として，ＩＣＴの活用や実践教育等を通じて，新たな教育方法を
開発し，その効果を測定するものである。具体的にはアクティブ・ラー
ニングシステムを活用することによって，インタラクティブな授業を行
い，学生の主体的な学習を促進させることである。特別運営費交付金の
予算には，教室の整備・維持の費用の外に，ＩＣＴ機器を操作・サポー
トする技術職員等の人件費が含まれている。

○今回の予算措置は３年の時限が設けられているが，運営の主体は教育
開発センターになるのか。
→教育開発センターが中心となる。センター自体の組織の変更も念頭に
おいている。また，本件に関連して，教育改革担当の学長特別補佐を既
に任命しているところである。
→特別運営費交付金が本学に予算措置されたことは，この分野におい
て，本学が期待されているからだと思われる。今後，本事業による成果
を，発信していく必要があると考えている。

○他大学の採択状況について，伺いたい。
→他大学の状況については不明ではあるが，おそらく本学はトップレベ
ルにあると思われる。

○国立大学改革強化推進補助金の内容について，教示願いたい。
→大学間の連携の取組が中心となっており，道内においては，北海道大
学を中心に７大学が連携する構想である。具体的には，教養教育の連
携，留学生教育の充実，事務の共同処理において，７大学が連携する取
組であり，現在，申請中ではあるが，平成２４年度の予算については，
未だ配分されていない状況にある。
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国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　１２
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第６回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２５年２月１８日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 平成２５年度小樽商科大学予算編成方針（案）について

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○予算については，単年度で編成されているが，将来的なビジョンや経
営理念等について，教示願いたい。
→大学には，教育，研究，地域貢献，国際対応等が求められているが，
本学は社会科学系の単科大学であるので，教育が軸になると思われる。
地域貢献については，北海道や小樽市が中心となるが，北海道地域でし
かできない教育により，世界に通用するグローバルな人材を育てていか
なくてはならないと考えている。なお，優れた教育を行うためには，優
れた研究が必要であることは言うまでもないことである。
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国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　１３
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第６回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２５年２月１８日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 国立大学のミッションの再定義について

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○本件について，意見聴取を依頼する対象者について，伺いたい。例え
ば，本学の同窓会や卒業生等も想定しているのか。
→対象者については，本学の同窓会や卒業生等は想定していないが，本
学の卒業生でもある経営協議会学外委員の立場から，意見等をいただき
たいと思っている。
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国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　１４
経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第７回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２５年３月１８日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 国立大学法人小樽商科大学平成２５年度年度計画（案）について

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○例年の年度計画と比べて大きな変更点があれば，示して欲しい。
→実学を活用した教育方法の改善に関する計画については，新規の事項
になっている。
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国立大学法人小樽商科大学経営協議会学外委員からの
提言・質問等及びそれらに対する大学側の対応・回答

整 理 番 号 　１５

経営協議会学外委員
からの提言・質問等
に対する大学側の対
応・回答等

【本件に関連する意見交換の主な内容等】
○本学において，科研費の執行方法について，何らかの指摘を受けたこ
とはあるのか。
→科研費については，本学では全て機関経理としており，いわゆる預け
金が発生する余地はない。物品の検収については，財務課職員が検収を
行っているところであり，旅費については，航空券の半券の提出を義務
づける等，厳密に管理しているところである。

経 営 協 議 会 名 称 　平成２４年度第７回経営協議会
経 営 協 議 会 開 催 日 　平成２５年３月１８日（月）

経営協議会学外委員
からの提言・質問等 委員からの質問について
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